
消消 防防 だだ よよ りり

（　）は、令和３年累計

・救　急 ……………30件 （287件） 
・火　災 …………… 1件 （　 8件）
・救　助 …………… 0件 （　 3件）

・風水害 …………… 1件 （  7件） 
・捜　索 …………… 0件 （  1件）
・その他 …………… 3件 （21件）

合計……… 35件 （327件）

令和3年秋季全国火災予防運動

9月
出動状況

※住宅用火災警報器の交換の目安は１０年 です。定期的に作動の確認をしましょう。
※火入れを行う場合は、必ず消防本部まで連絡するようお願いします。
※火事・救急・救助は１１９番へお願いします。

　秋季全国火災予防運動として11月９日（火）～ 11月15日（月）までの期間、全国的に
様々な取り組みが行われます。
　「秋季火災予防運動」は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一
層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させ
るとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。
　今年の防火標語は「おうち時間　家族で点検　火の始末」となっています。

　防火対象物の所有者等（所有者・管理者・占有者）は、消防用設備を設置した場合、定期的に点検を行い、消防署へ報告す
る義務があることはご存じでしょうか。

   　★点検対象施設とは：150㎡以上の店舗、全ての飲食店、ホテル、共同住宅等
　当本部では、点検報告の向上を推進するため、建物の規模により、資格がなくても、比較的点検の容易な消火器と誘導標識に
ついて、点検から報告書作成までを補助するウェブアプリをホームページ上に掲載致しました。この機会に、
ご自身で点検報告をしてみませんか。

消防用設備点検アプリＵＲＬ　　　　　　　
http://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2021020200018/

消防用設備等の点検報告のお願い

久米島町消防本部の取組

住宅防火 いのちを守る10のポイント

４つの習慣
１.寝たばこは絶対にしない、させない。
２.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
３.こんろを使うときは火のそばを離れない。
４.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策
1. 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
2. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
3. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を
    使用する。
4. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
5. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
6. 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

令和 2年秋季全国火災予防
運動に伴う火災防ぎょ訓練
（場所：サイプレスリゾート久米島）

　ラジオ広報ハイサイ久米島や町内事業所にポスターを掲示していただき、広報
活動を行います。また危険物取扱施設や防火対象物施設の立入査察、事業所での
火災想定訓練を実施する予定です。

※新型コロナウイルス感染症により延期していた「令和３年 消防フェア」並びに
「幼年消防クラブ防火パレード」は新型コロナウイルス感染症感染防止対策の観
点から、今年度は中止とさせていただきます。
この件に対するご質問等は消防本部（予防班）までお問い合わせください。
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